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国
民
民
主
党
は
基
礎
控
除
の

引
き
上
げ
に
よ
っ
て
、
課

税
最
低
限
を
１
０
３
万
円

か
ら
１
７
８
万
円
ま
で
引
き
上
げ
る
減

税
を
提
唱
し
て
い
る
。

　

課
税
最
低
限
の
引
き
上
げ
は
、
納
税

者
の
手
取
り
額
を
増
や
す
が
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
上
げ
幅
は
高
所
得

者
ほ
ど
大
き
い
（
同
党
案
で
は
、
手
取

り
額
の
上
昇
は
限
界
税
率
が
15
％
の
人

の
場
合
は
、
11
・
25
万
円
で
あ
る
が
、

限
界
税
率
が
43
％
の
場
合
は
、
約
３
倍

の
32・25
万
円
で
あ
る
）。
課
税
最
低
限

を
こ
の
よ
う
に
引
き
上
げ
る
と
、
７
兆

円
台
の
税
収
が
失
わ
れ
る
と
い
わ
れ
る

が
、そ
の
税
収
損
失
の
大
き
な
部
分
は
、

高
所
得
者
の
課
税
額
損
失
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
国
民
民
主
党
案
に
よ

る
減
税
は
、
低
所
得
者
の
手
取
り
を
上

げ
る
効
果
が
小
さ
い
。
ま
ず
、
課
税
最

低
限
未
満
の
所
得
の
人
に
は
何
の
恩
恵

も
も
た
ら
さ
な
い
。

　

さ
ら
に
所
得
税
を
払
う
低
所
得
者
に

対
す
る
恩
恵
も
少
な
い
。
例
え
ば
、
年

収
２
０
０
万
円
（
限
界
税
率
が
15
％
）

の
人
の
税
負
担
の
年
収
に
対
す
る
減
少

幅
は
、
５
・
６
％
に
す
ぎ
な
い
。

　

し
か
し
、
同
じ
額
の
減
税
を
す
る
の

な
ら
ば
、
低
所
得
者
の
減
税
割
合
が
大

き
い
ほ
ど
経
済
を
よ
り
活
性
化
さ
せ

る
。
低
所
得
者
は
減
税
額
の
大
部
分
を

消
費
す
る
が
、
高
所
得
者
は
そ
の
多
く

を
貯
蓄
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
す
な
わ

ち
、低
所
得
者
の
手
取
り
額
の
増
大
は
、

経
済
の
活
性
化
を
通
じ
て
、
減
税
の
恩

恵
を
直
接
受
け
な
か
っ
た
中
高
所
得
者

の
手
取
り
額
ま
で
上
昇
さ
せ
る
か
ら
、

同
時
に
中
高
所
得
者
に
多
少
の
増
税
を

し
て
も
そ
れ
を
相
殺
し
て
引
き
上
げ
る

力
が
あ
る
。

よ
り
大
き
い
社
会
保
険
料
負
担

　

国
民
民
主
党
案
よ
り
少
な
い
税
収
損

失
の
下
で
、
よ
り
強
力
に
低
所
得
者
の

手
取
り
を
押
し
上
げ
る
方
法
を
二
つ
挙

「手取りを増やす」政策手段として国民民主党は、
課税最低限を引き上げる減税を提唱している。
だが、この案では、経済活性化につながらない。 八

は っ た

田　達
た つ お

夫
 （アジア成長研究所理事長）

中高所得者により有利な
国民民主党案では経済活性化せず

「手取りを増やす」と課税最低限の引き上げを訴え、大幅に議席を伸ばした国民民主党の玉木雄一郎代表だが
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げ
よ
う
。

　

第
一
は
、
基
礎
年
金
や
医
療
保
険
の

社
会
保
険
を
（
少
な
く
と
も
低
所
得
者

を
対
象
と
し
て
は
）
一
般
財
源
で
賄
う

税
方
式
化
で
あ
る
。
単
身
の
年
収
２
０

０
万
円
の
ギ
グ
ワ
ー
カ
ー
（
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
を
介
し
て
単
発
の

仕
事
を
請
け
負
う
労
働
者
）
の
税
と
社

会
保
険
料
負
担
を
合
計
し
た
総
負
担
額

は
72・1
万
円
で
あ
る
（
図
）。
ギ
グ
ワ

ー
カ
ー
の
年
収
の
実
に
36
％
を
占
め

る
。
こ
の
図
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

所
得
税
や
住
民
税
の
負
担
よ
り
も
社
会

保
険
料
負
担
の
占
め
る
割
合
の
ほ
う
が

大
き
い
。

　

例
え
ば
、
基
礎
年
金
全
額
を
一
般
財

源
で
賄
う
「
税
方
式
」
に
す
れ
ば
、
こ

の
ギ
グ
ワ
ー
カ
ー
の
総
負
担
の
20
・
４

万
円
（
す
な
わ
ち
年
収
の
10
％
）
分
を

ゼ
ロ
に
で
き
る
。
こ
れ
は
、
現
在
半
額

が
補
助
さ
れ
て
い
る
基
礎
年
金
の
一
般

財
源
負
担
を
倍
に
す
れ
ば
よ
い
の
だ
か

ら
、
国
民
民
主
党
案
よ
り
少
な
い
５
・

６
兆
円
の
財
源
で
可
能
で
あ
る
。

　

第
二
は
、「
給
付
付
き
税
額
控
除
」
と

呼
ば
れ
る
低
所
得
者
に
限
定
し
た
所
得

補
給
制
度
の
導
入
で
あ
る
。
こ
れ
も
課

税
最
低
限
未
満
の
所
得
の
人
に
も
恩
恵

を
も
た
ら
す
。
例
え
ば
、
年
収
２
０
０

万
の
人
に
30
万
円
程
度
の
所
得
補
給
が

な
さ
れ
る
と
、
国
民
民
主
党
案
に
よ
る

11
・
25
万
円
の
減
税
に
比
べ
て
２
・
７

倍
の
手
取
り
額
引
き
上
げ
効
果
が
あ

る
。
そ
の
際
の
財
政
負
担
は
、
国
民
民

主
党
案
の
３
分
の
１
以
下
の
１
・
９
兆

円
で
あ
る
（「
規
制・制
度
学
会
有
志
意

見
書
」
２
０
２
４
年
11
月
13
日
）。

　

国
民
民
主
党
案
の
財
政
規
模
で
低
所

得
者
の
手
取
り
を
大
き
く
引
き
上
げ
る

の
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
改
革
の
方
が

よ
り
低
費
用
で
よ
り
効
果
的
に
手
取
り

額
を
向
上
さ
せ
て
く
れ
る
。

低
所
得
者
限
定
の
減
税

　

も
し
国
民
民
主
党
が
課
税
最
低
限
の

引
き
上
げ
に
こ
だ
わ
る
の
な
ら
ば
、
格

差
拡
大
を
伴
わ
ず
に
引
き
上
げ
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
同
党
案
は
、
所
得
税

の
「
課
税
所
得
（
＝
所
得
額

−

課
税
最

低
限

−
そ
の
他
控
除
）
に
対
す
る
税
額

表
」
を
全
く
変
更
し
な
い
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
課
税
最
低
限
だ
け
を
引
き
上

げ
る
案
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
上

で
指
摘
し
た
よ
う
に
中
高
所
得
者
の
税

額
が
下
が
る
（
な
お
、
こ
こ
で
「
所
得

額
」
と
は
賃
金
収
入
あ
る
い
は
費
用
を

差
し
引
い
た
後
の
事
業
収
入
と
す
る
）。

　

し
か
し
、
課
税
最
低
限
を
引
き
上
げ

る
と
同
時
に
、「
課
税
所
得
に
対
す
る
税

額
表
」
自
体
を
変
え
れ
ば
、
低
所
得
者

だ
け
に
、的
を
絞
っ
た
減
税
が
で
き
る
。

　

例
え
ば
、
同
党
案
の
よ
う
に
課
税
最

低
限
を
１
０
３
万
円
か
ら
１
７
８
万
円

ま
で
引
き
上
げ
る
が
、
現
行
限
界
税
率

が
20
％
以
上
の
人
に
は
現
行
通
り
の
限

界
税
率
と
控
除
額
と
を
適
用
す
る
。
そ

の
一
方
で
、
現
行
限
界
税
率
が
15
％
で

１
７
８
万
円
以
上
の
所
得
額
に
対
し
て

は
、
そ
の
間
が
連
続
的
と
な
る
よ
う
税

率
な
ど
を
設
定
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
う
す
る
と
、
従
来
限
界
税
率
が
15
％

だ
っ
た
人
の
納
税
額
は
、
課
税
所
得
が

減
少
す
る
た
め
に
下
が
る
が
、
そ
れ
以

上
の
所
得
の
人
の
納
税
額
は
変
わ
ら
な

い
。
こ
の
改
革
を
行
う
と
、
税
収
損
失

を
７
兆
円
台
よ
り
は
は
る
か
に
少
な
い

４
０
０
０
億
円
程
度
に
抑
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
課
税
最
低
限
引

き
上
げ
策
も
、
低
所
得
者
の
手
取
り
引

き
上
げ
効
果
は
小
さ
い
。

中
高
所
得
者
の
所
得
減
税
を

　

本
命
は
、
給
付
付
き
税
額
控
除
と
、

基
礎
年
金
の
税
方
式
化
で
あ
る
。

　

所
得
税
は
、
そ
の
た
め
の
財
源
の
有

力
な
候
補
に
な
る
。
実
際
、
１
人
当
た

り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）
が
日
本
以

上
の
す
べ
て
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力

開
発
機
構
）
先
進
国
が
、
基
礎
年
金
に

所
得
税
を
投
入
し
て
い
る
（
保
険
料
と

付
加
価
値
税
だ
け
で
賄
っ
て
い
る
国
は

な
い
）。
さ
ら
に
、日
本
の
個
人
所
得
税

収
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占
め
る
割
合
は
、
22
の

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
先
進
国
の
中
で
21
位
で
あ

る
。

　

国
民
民
主
党
が
目
指
す
経
済
活
性
化

の
呼
び
水
と
し
て
の
手
取
り
額
の
引
き

上
げ
は
、
多
く
の
人
が
望
む
政
策
目
標

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
低
所
得
者

の
手
取
り
額
の
大
幅
引
き
上
げ
と
、
そ

れ
を
賄
う
た
め
の
中
高
所
得
者
の
所
得

税
の
増
税
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し

国
民
民
主
党
案
は
、
低
所
得
者
の
手
取

り
を
上
げ
な
い
か
、
上
げ
て
も
わ
ず
か

で
し
か
な
い
一
方
、
中
高
所
得
者
の
所

得
税
を
大
き
く
減
税
し
て
し
ま
う
。
こ

れ
は
、
将
来
の
経
済
活
性
化
策
へ
の
道

を
閉
ざ
す
案
だ
。�
（注）さいたま市在住の40歳単身世帯で、所得税・住民税額は、2024年6月から25年5月に適用される定

額減税による税額控除（所得税3万円、住民税1万円）を差し引いた後の額である。消費税の金額
については、社会保険料・所得税・住民税を年収から除いた全額を消費するものとして、税率10％
で算出した

（出所）法令に基づき筆者作成

年間所得が200万円の自営業者の税・保険料負担
（2024年時点）
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